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令和６年１月 基山町定例教育委員会 会議録 

日時 令和６年１月２２日（月）９：３０～１１：３０ 

場所 基山町庁舎２階 ２０１会議室 

教育委員 出席４名 秋吉奈穂、田口英信（職務代理者）、津川典善、福永真理子 

教育長  柴田昌範 

事務局  古賀課長、寺﨑係長、音成指導主事、水田指導主事 

 

教育長報告 

 

１． はじめに（教育長あいさつ） 

 ・天野教育委員さんの任期満了に伴い、新しく秋吉奈穂さんに教育委員になっていただいた。任期

は、令和 9年の 12月 31日までの４年間になる。 

・１月下旬になり、学校では来年度に向けての準備が進んでいる。小学校は、来年度の新１年生の

入学説明会が先週、基山小学校、若基小学校、それぞれ行われた。 

・中学校では、私立の入試が既に始まっていて、来月初めには、私立高校の受験が行われる。２月

６日には特別選抜の県立試験等も行われ、着々と次年度へ向けての準備が進んでいる。 

 ・教職員人事については、人事異動協議会が先週の金曜日から始まり、２月の中旬まで、毎週金 

  曜日に会議が開催されるので、その報告も教育委員会で行っていきたい。 

 

２． 報告事項 

（１）2024年人事の重点事項 

①未配置解消 

〇定数を増やさない 

・通級指導教室の増設→多少、特別支援学級の増加が減ることに繋がるのではないか 

・加配の配当減（教育センターの長期研修、支援研修等の休止など）  

〇講師発掘 

・教壇に立つのが不安な免許保持者に対しての研修 

・教員更新制度で失効した方、免許休眠者の掘り起こしや特別免許状対象の方がいないか等 

〇欠員を抑える 

・リタイアを抑える年間を通したヒアリングの充実 

・温かく相談しやすい学校づくり 

②人事異動の方針の趣旨に沿ってすすめる 

〇新採４年経過者の人事異動について（地域外に異動できるかの確認） 

〇短期育休者の取り扱い（男性育休者など） 

③昨年度の課題 

〇未配置解消、欠員数市町間格差、他地域希望者の異動実現 

④今年度の重点 

〇広域人事（地域間交流） 

〇同一市町教委長期在勤解消 

⑤今年度の具体的取組 

〇常勤講師確保 

〇欠員最終予測の精度 UP 

〇臨時的任用職員の均し（教育事務所・支所でグリップ） 

〇校長ヒアでの具体的な掘り起し（地域間交流） 

 ⑥管理職の異動 

  〇校長は原則１校概ね３年程度での異動。教頭は１校概ね２年の勤務を基本。 
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 ・数年先を見据え、校長・教頭の同時転配がないように計画的な配置を推進  

〇管理職在任中に地域間交流を経験。  

〇交流期間は原則３年程度、居住地変更の場合は原則２年以上 

〇交流期間が過ぎたら、安定住所の市町か周辺地区に配置 

〇管理職配置の適正化（学校の課題解決、活性化） 

〇校長の力量、特徴、得意分野等を最大限に発揮できる環境へ配置  

〇オール佐賀の視点で配置 

 ⑦教諭等の異動 

  〇小中間の異動促進 

  〇養護教諭の小中間異動 

  〇栄養教諭は学校統廃合や給食センター化を見据えた異動 

 ⑧その他 

〇庁等への異動について 

・知事部局 ・教育委員会事務局  •教育センター・附属小、附属中、附属特別支援 

〇離島・へき地への異動について 

 ⑨異動スケジュールについて 

  内示 昨年度と同じ時期 

  新聞発表  〃 

 

（２）働き方改革 

〇各教育事務所・支所に「働き方改革担当」を設置 

〇パイロット校の設定（指定校ではない→負担にならないように！） 

 

（３）不祥事根絶 

〇臨時校長会後の指導  〇積極的な不祥事防止対策・・・「ゼロの日」の年間計画など 

〇学校の不祥事防止対策への指導（温度差が出ない工夫） →他の学校の事例を参考に 

→ライブラリ「不祥事根絶に向けた取組事例」の活用 

 

（４）若手育成 

 〇初任者への支援、２年目への支援 •学校内メンター制の組織づくり等の指導・支援 

 

（５）来年度の計画について 

①国スポ（10月～11月上旬）関係によるスケジュール変更 

 ・管理職選考二次試験、県地連 、市町教委ヒアリング 

 

（６）令和６年度東部教育事務所学校訪問について 

・半日間、今後と同種の規模・人数 

 

（７）ST（スパーティーチャー）の計画的な配置について 

 

（８）１人１台端末活用に関する２回目のアンケート調査 

〇９月から１２月の間に１人１台端末をどの程度活用したか 

１人１台端末活用促進を図る上で大変重要な調査 
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（９）いじめ問題に対して適切な対応 

  〇いじめの解消について 

・認知したいじめについては、適切に解消の判断をすること。 

〇いじめ零の公表について（認知件数が零であった学校においては、年度末を目途に児童生徒や

保護者向けに公表し検証を仰ぐことで、認知漏れがないかを確認すること 

〇いじめに関する文書等の保存について 

アンケートの回答票の原本、アンケートや聴取の結果を記録した文書及び報告書等のいじめ

に関する文書については、各市町の規定に則り、適切に保存すること。 

 

（10）不登校児童生徒等の情報の引継ぎについて 

〇各学校で次年度も継続的な支援（学年間、校種間）が行われるよう、不登校児童生徒等の状況

や支援について、児童生徒理解・支援シート等を活用し、確実に引継ぎを行うよう指導を。 

 

（11）校則 

〇校則（生活のきまり等）の不断の見直しについて引き続き行う 

〇校則（生活のきまり等）の学校ホームページへの掲載 

 

（12）文部科学省 CBT システム（ MEXCBT：メクビット）のアカウント発行 

〇令和和６年度全国学力・学習状況調査では、中学校生徒質問調査が MEXCBT で行われる予定。 

〇経年変化分析調査の抽出校も、小学校・中学校ともに調査によっては MEXCBTで行われる。 

〇アカウント未発行の学校はアカウント発行を確実に行うように。 

 

３.町の連絡事項 

（１）卒業証書授与式関係 

①来賓について（各団体代表者） 

町役場代表（町長）   県議会議員       町議会議員代表（議長） 

区長会代表       民生・児童委員会代表  交通指導員代表 

補導員会代表      安全なまちづくり代表  保護司代表  ＰＴＡ会長など 

※教育委員さん方の参加について 

（ここ数年、中学校は教育長のみ参加、小学校は教育長と職務代理者のみ参加） 

 

＜教育長＞ 

 大きな学校行事である卒業式及び入学式の来賓として、教育委員さん方にも、３月の卒業式からは

分かれて行っていただきたいと思っている。   

＜委員＞ 

  今までは、出席が必須であったと思いますが、コロナ禍になって、人数も制限されてきたところ

である。団体代表のみの出席に限っての来賓になっている。教育委員についても、以前のように全

員が同時に必ず行くというのではなく、行けるようであれば参加するというふうにしてもよいので

はないか。 

＜教育長＞ 

 ２名ずつは割り振っておいて、もし参加できるようであればその他の学校についても検討していた

だければと思っている。 
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②在校生の出席者範囲について 

 ・卒業生＋在校生（基山小学校は５年生まで、若基小と基山中は全員参加） 

 ③保護者（２名まで） 

 ④在校生の取扱い（当日、基山小学校１～４年生は休み。） 

  ⑤呼びかけ、合唱など 

  ・状況に応じてマスク着用で行うかどうか学校で判断してもらう。 

  ⑥学事概要への卒業生名簿の記載について 

  ・ＤＶ避難者等、外部への漏洩を絶対に起こしてはならない児童生徒の取扱いに注意を。 

 ・学事概要については、基本的に全員の氏名を搭載。（保護者名、地区名等は掲載しない） 

  

（２）大谷翔平選手からのグローブ寄贈について 

  ①学校での活用について 

  ・大リーグ・エンジェルスからドジャースに移籍した大谷翔平選手からグローブ３個の寄贈 

・2校で 1月 10日（水）各学校長から代表児童への贈呈式を実施。 

・寄贈されたグローブは、右利き用が二つ（大と小）と左利き用が一つの合計 3つ(サイン入り) 

・大谷選手から「野球しようぜ！」のメッセージ付き 

・唐津上場商工会青年部を中心とする「こども応援し隊」から、軟式ボール 3個 

 ・各学級に回し、全児童の手に触れさせる予定 

・休み時間などに活用してもらったり、授業参観などで展示を行ったりする予定。 

②一般町民へ向けて 

土日祝日を利用して、期日限定で一般町民の方にも小学校に寄贈されたグローブの展示を行う。 

・展示期日  令和６年１月１３日(土)～１４日(日) 

 ２月２３日(祝)～２５日(日)  合計５日間のみ 

 ・展示場所   基山町立図書館（三養基郡基山町宮浦６０−１） カウンター付近 

       眺めていただくのではなく、実際に町民の方々にも触れていただく予定。 

 

（３）デマンドタクシー通学への利用実証実験について 

①事業概要（定住促進課担当） 

・対象者：第 10区、第 13区にお住まいの方 

・実験期間：令和 6年 1月 10日（水）～2月 6日（火）※土・日・祝日は運休 

・運行時間：8：00～17：00 

・運行車両：タクシー車両 ２台 

・利用手順：①利用を希望する方による事前登録（町による電話受付） 

        ②利用したい 30分前までに予約センター（基山タクシー）に電話予約 

         受付時間は 8：00～16：30、ただし 8時台の乗車予約は前日まで 

        ③5分前に乗車ポイント（下記）で待つ 

  ・利用料金：300円／回・人 

     ※運転免許返納者で、運転経歴証明書持参者・・・100円／回 

     ※身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳持参者・・・無料 

      子供料金 100円 

  ②通学への利用実証実験対象者（定住促進課、教育学習課と協議の上、実施） 

・対象者小学生で通学距離が 3㎞以上ある利用希望者を対象 

（3㎞以上は補助対象としたため無料） 
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・期間  令和６年１月 24日（水）～２月６日（火） ２週間 

・予約方法  基山タクシー(実証試験用専用ダイヤル)へ前日までに電話での事前予約。 

・実証試験の対象者数 通学３㎞以上の小学生  ２区 ３名、４区 １名  合計４名 

・事前説明 令和６年１月 18日（木）18時～18時 30分 基山町役場 201会議室 

★１月９日に電話で概要説明、10日にプリント配布をして 15日に回収の結果、希望者１名(4区) 

 

（４）コカ・コーラ九州統括工場統括部長より 

  ・工場見学や職場体験についてご案内があった 

 

指導主事より小中学校の現況報告 

＜指導主事＞ 

・１月１０日現在の学級数調査報告 

・令和６年度小規模特認校制度利用状況について 

・新入学児童の学校説明会を開催した。 

・中学校では、「職業人に学ぶ」、「高校の先生に学ぶ」を開催した 

 

議案審議 

第 20号議案 準要保護児童・生徒の追加認定について 

 ２件→不認定（比率が 1.31以上のため） 

 １件→認定 

 

協議事項 

１．遠距離通学に関してのこれまでの経過（令和５年５月定例教育員会から継続協議） 

（１）沿革 

・昭和 42 年 3 月 31 日   基山町立基山小学校園部分校を廃止 

  廃止の条件として、当時運行していた西鉄路線バスの定期券購入費を町が補助 

・平成 12 年 9 月 30 日  鳥栖交通が定期バス路線を廃止 

  運行存続のため、赤字相当分を基山町が補助していたが撤退 

・平成 12 年 10 月 1 日  基山町循環バスの運行を開始 

  高齢者や分校廃止の児童を対象に福祉バスとして無料で運行開始 

（２）福祉循環バスのその後 

・平成 18 年 4 月 1 日  生きがいデイサービス事業廃止に伴い運行形態の変更 

・平成 19 年度～ （5 年間）まちづくり交付金事業（コミュニティバス運行実験） 

・平成 20 年 4 月～循環バス担当課が福祉課からまちづくり課へ 

（３）平成 23 年度開催の循環バス検討委員会のまとめ 

 児童送迎の運行系統からの分離 

（対象児童の減少により、児童の送迎については他の手段を検討し、循環バスから分離） 

（４）福祉循環バスから分離後 

・平成 24 年 2 月 

循環バス利用児童の保護者との協議。第２区区長と教育委員会。 

・平成 24 年 4 月～ 

  利用者が毎日ではない帰宅時の学童送迎を利用時のみの運行とし、車両は小型車対応。 

 ・平成 26 年 6 月～ 

 帰宅時の学童送迎については、教育学習課で予算措置。 

（５）タクシー輸送について（平成 26年業務委託内容等）基山小学校学童送迎タクシー運行業務 

②業務の目的 

旧基山小学校園部分校区に居住する学童で、基山小学校に通学する１年生から３年生の低学年

の学童を対象に、帰宅時の移動手段を確保するため、基山小学校学童送迎タクシー運行業務を行

う。 
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③履行場所 基山小学校から基山浄水場バス停まで 

④履行期間 平成２６年７月１日から平成２７年３月３１日まで 

（６）タクシー輸送に伴う契約内容 

・契約金額 初乗運賃 １．５kmまで ６４０円   加算運賃 ３１３ｍまでごとに ８０円 

                時間距離併用制運賃 １分５５秒までごとに  ８０円（消費税及び地方消費税含む。） 

 

２．遠距離通学の課題と解決方法について 

（１）今年１０月から 

  遠距離通学の児童の利便性向上や安全性確保等の観点から、通学手段に徒歩だけではなく、基山

町コミュニティバスの利用を認める制度を開始。 

①通学距離がおおむね３㎞以上でコミュニティバスの利用希望者 → 全額補助 

②通学距離がおおむね２㎞以上でコミュニティバスの利用希望者 → 個人負担 

（片道 50円 １ヶ月フリーパス券購入の場合は 1,000円） 

③小規模特認校(若基小学校)制度利用者。 → 全額補助 

 

３．現在の課題 

（１）通学距離３㎞以上の補助対象者４名 

通学距離がおおむね３㎞以上 補助対象児童（対象者４名園部地区３名、宮浦地区１名） 

⇒補助利用者２名、１名は利用を希望せず、もう１名は利用したいが登校に利用できるバスが

ないという状況であること。 

（２）通学距離がおおむね２㎞以上 自己負担でコミュニティバスを利用できる児童 

 ⇒２区は利用者がいるが、７区は月曜日や雨の日のみの利用。他には利用したが登校に便利な

便がないという児童がいる。 

 

４．課題の解決へ向けて（今後の検討事項） 

（１）通学距離３㎞以上の補助対象者で公共交通機関がない児童に対しての検討事項 

    すべての地区を公共交通でカバーすることは難しいことから、自家用車での送迎や徒歩通学

者に公共交通機関フリーパス券実費相当分の補助(３㎞以上)をすることを検討してはどうか。 

（２）通学距離がおおむね２㎞以上 コミュニティバスを利用できるが使えるバスがない児童 

   これまで原則徒歩だったが、送迎を認めることも検討してはどうか。 

※ 保護者が学校へ申請し、許可証発行するなどの方法を検討。 

（３）通学バスについて 

  文部科学省の小学校区の考え方は、徒歩４㎞以内とすることが望ましいとされていること

から、基山町立２小学校の校区については適正な範囲内にあると考えるため通学バスは運行

する必要性はないのではないか。 

（４）参考となる自治体 

他の自治体で公共交通機関がなく遠距離通学（徒歩や保護者送迎）を行っている児童に補

助を実施している自治体の紹介（大分市、長崎市、長野県茅野市、鹿児島県 薩摩川内市、

鹿児島県さつま町、栃木県那須塩原市、静岡県賀茂郡松崎町、北海道美深町、大阪府堺市等 

 

例規改正 

「特別支援学級支援員」から「特別支援教育支援員」への名称変更を行う改正。 

  ・ 国や他の自治体に合わせて改正。業務内容はこれまで同様 

 

ふるさと歴史のまち推進係 基肄城跡保存整備計画前期基本計画の概要説明 

・資料にもとづき説明 

 

名義後援について 

・資料にもとづき説明 
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12月定例教育委員会会議録の承認について 

・資料にもとづき説明⇒承認 

 

当面の行事予定について 

【３校共通】 

１月 22日(月)～26 日(金) 給食週間 

２月 14日(水) 第２回基山小中学校小中一貫教育３校合同研修会 

 

【基山小学校関係】 

１月 25日(木) 授業参観 

１月 31日(水) ６年生防煙教室 

２月２日(金)～８日(木) 家庭学習頑張ろう週間 

２月 22日(木) 第３回学校運営協議会 

２月 24日(金) ６年生学級懇談会 

 

【若基小学校関係】 

 ２月 21日(火) 授業参観 

 

【基山中学校関係】 

 １月 25日(木) 高校の先生に学ぶ（２年生） 

 １月 26日(金) 職業人に学ぶ（１年生） 

 ２月 14日(水) 後期期末テスト１日目 

 ２月 15日(木) 後期期末テスト２日目、３年生学力診断テスト１日目 

 ２月 16日(金) 後期期末テスト３日目、３年生学力診断テスト２日目 

 ２月 22日(木) ３年生を送る会 

 

【基山町・基山町教育委員会関係及びその他】 

 １月 26日(金) 第２回東部管内人事異動教育長協議会 

 ２月 02日(金) 第３回東部管内人事異動教育長協議会  

 ２月 08日(木) 文化庁岩井調査官来庁 

 ２月 09日(金) 第４回東部管内人事異動教育長協議会 

 ２月 10日(土) 鳥栖地区ＰＴＡ研究大会 

 ２月 16日(金) 第５回東部管内人事異動教育長協議会 

 ２月 20日(火) 第２回基山町歴史まちづくり推進協議会 

 ２月 22日(木) 第６回東部管内人事異動教育長協議会 

 

議案審議 

 

 

 

 

次回開催予定日  

 令和６年２月１９日（月）９時３０分から 

 


